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○

令
第

号

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
為
替
取
引
分
析
業

者
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

為
替
取
引
分
析
業
者
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

為
替
取
引
分
析
業
者
に
関
す
る
命
令
（
令
和
五
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

内
閣
府

財
務
省

内
閣
府

財
務
省
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改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

第
一
条

［
略
］

２

こ
の
命
令
（
第
八
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
為
替
取
引
分
析
業
」
と

は
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
（
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

３

こ
の
命
令
（
第
五
条
第
七
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
、
第
二

十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
五
条
第
四
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「

為
替
取
引
分
析
業
者
」
と
は
、
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
為
替

取
引
分
析
業
者
（
同
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て

行
う
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

４

こ
の
命
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

金
融
機
関
等

法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
を

い
う
。

二

為
替
取
引

法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
を
い
う

。

［
三
・
四

略
］

（
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
六
十
三
条
の
二
十
三
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
第

（
定
義
）

第
一
条

［
同
上
］

２

こ
の
命
令
（
第
八
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「
為
替
取
引
分
析
業
」
と

は
、
法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
（
同
項
第
一
号

に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

３

こ
の
命
令
（
第
五
条
第
七
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
、
第
二

十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
五
条
第
四
号
を
除
く
。
）
に
お
い
て
「

為
替
取
引
分
析
業
者
」
と
は
、
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
為
替
取

引
分
析
業
者
（
同
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う

者
に
限
る
。
）
を
い
う
。

４

［
同
上
］

一

金
融
機
関
等

法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
を
い

う
。

二

為
替
取
引

法
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
を
い
う
。

［
三
・
四

同
上
］

（
許
可
の
申
請
）

第
三
条

法
第
六
十
三
条
の
二
十
三
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
第
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二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
者

に
限
る
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ

り
作
成
し
た
法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
許
可
申
請
書
に
、
同
条

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
五
条

法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令

で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

［
一
～
六

略
］

七

為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
他
の
為
替
取
引
分
析
業

者
（
法
第
二
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
者
を
い
う

。
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第

二
十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ

た
る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
及

び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
又
は
為
替
取
引
分
析
関

連
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
こ
れ
ら
の
委
託
に
係
る
契
約
の
契
約
書

八

［
略
］

（
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
）

第
八
条

法
第
六
十
三
条
の
二
十
七
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
者
に

限
る
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
別
紙
様
式
第
一
号
に
よ
り

作
成
し
た
法
第
六
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
の
許
可
申
請
書
に
、
同
条
第

二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
許
可
申
請
書
の
そ
の
他
の
添
付
書
類
）

第
五
条

［
同
上
］

［
一
～
六

同
上
］

七

為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
他
の
為
替
取
引
分
析
業

者
（
法
第
二
条
第
十
九
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
者
を
い
う
。

第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
、
第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二

十
五
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
委
託
（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た

る
委
託
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
七
号
及
び

第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
す
る
場
合
又
は
為
替
取
引
分
析
関
連

業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
こ
れ
ら
の
委
託
に
係
る
契
約
の
契
約
書

八

［
同
上
］

（
為
替
取
引
分
析
関
連
業
務
）

第
八
条

［
同
上
］
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る
業
務
は
、
為
替
取
引
分
析
業
者
が
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
為
替
取
引
分
析
業
（
法
第
二
条
第
二
十

一
項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
附
帯
す
る
業
務

［
イ
～
ハ

略
］

二

金
融
機
関
等
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
金
融
機
関
等
の
行
う
為
替
取

引
に
関
し
、
当
該
為
替
取
引
が
制
裁
対
象
者
等
に
係
る
為
替
取
引
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
を
当
該
金
融
機
関
等
に
通
知

す
る
業
務
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行

為
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

［
三
～
五

略
］

六

金
融
機
関
等
以
外
の
者
（
前
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
の
委
託

を
受
け
て
、
当
該
金
融
機
関
等
以
外
の
者
の
行
う
業
務
に
係
る
取
引
に

関
し
、
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行

為
に
係
る
業
務
に
相
当
す
る
も
の
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当

す
る
も
の
を
行
う
業
務

（
委
託
に
係
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
）

第
十
一
条

為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ

る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
為
替
取
引
分
析
業
の
全
部

若
し
く
は
一
部
を
他
の
為
替
取
引
分
析
業
者
に
委
託
を
し
た
場
合
又
は
為

一

次
に
掲
げ
る
業
務
そ
の
他
の
為
替
取
引
分
析
業
（
法
第
二
条
第
十
八

項
に
規
定
す
る
為
替
取
引
分
析
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
附
帯
す
る
業
務

［
イ
～
ハ

同
上
］

二

金
融
機
関
等
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
金
融
機
関
等
の
行
う
為
替
取

引
に
関
し
、
当
該
為
替
取
引
が
制
裁
対
象
者
等
に
係
る
為
替
取
引
に
該

当
す
る
か
ど
う
か
を
分
析
し
、
そ
の
結
果
を
当
該
金
融
機
関
等
に
通
知

す
る
業
務
（
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

［
三
～
五

同
上
］

六

金
融
機
関
等
以
外
の
者
（
前
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
の
委
託

を
受
け
て
、
当
該
金
融
機
関
等
以
外
の
者
の
行
う
業
務
に
係
る
取
引
に

関
し
、
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為

に
係
る
業
務
に
相
当
す
る
も
の
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
相
当
す

る
も
の
を
行
う
業
務

（
委
託
に
係
る
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
）

第
十
一
条

為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る

行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
為
替
取
引
分
析
業
の
全
部
若

し
く
は
一
部
を
他
の
為
替
取
引
分
析
業
者
に
委
託
を
し
た
場
合
又
は
為
替
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替
取
引
分
析
関
連
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
を
し
た

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

略
］

（
業
務
の
種
別
の
変
更
の
許
可
）

第
二
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
為
替
取
引
分
析
業
者
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
と
き
は
、
法
第
六
十
三
条
の
三
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
金
融

庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行

為
を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）

新
た
に
同
項
第
二
号
又
は
第
三

号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
と
き
。

二

為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行

為
を
業
と
し
て
行
う
者
を
除
く
。
）

新
た
に
同
号
に
掲
げ
る
行
為
を

業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
と
き
。

附

則

（
準
備
行
為
）

第
三
条

改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法

律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
資
金
決
済
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三

条
の
二
十
三
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
新
資
金
決
済
法
第
二
条
第

取
引
分
析
関
連
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
第
三
者
に
委
託
を
し
た
場

合
に
は
、
こ
れ
ら
の
委
託
に
係
る
業
務
の
内
容
に
応
じ
、
次
に
掲
げ
る
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
五

同
上
］

（
業
務
の
種
別
の
変
更
の
許
可
）

第
二
十
条

［
同
上
］

一

為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

を
業
と
し
て
行
う
者
に
限
る
。
）

新
た
に
同
項
第
二
号
又
は
第
三
号

に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
と
き
。

二

為
替
取
引
分
析
業
者
（
法
第
二
条
第
十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為

を
業
と
し
て
行
う
者
を
除
く
。
）

新
た
に
同
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業

と
し
て
行
お
う
と
す
る
と
き
。

附

則

（
準
備
行
為
）

第
三
条

改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
金
決
済
に
関
す
る
法

律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
資
金
決
済
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
三

条
の
二
十
三
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
新
資
金
決
済
法
第
二
条
第
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二
十
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
者
に
限
る

。
）
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
資
金
決
済
法
第
六
十
三

条
の
二
十
四
第
一
項
の
許
可
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書

類
に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
当
該
許

可
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

十
八
項
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
お
う
と
す
る
者
に
限
る
。

）
は
、
こ
の
命
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
資
金
決
済
法
第
六
十
三
条

の
二
十
四
第
一
項
の
許
可
申
請
書
及
び
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
て
、
当
該
許
可

を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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別
紙

様
式

第
１

号
（

第
３

条
、

第
2
2
条

関
係

）
 （

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

）
 

年
 

 
月

 
 

日
提

出
 

金
融

庁
長

官
 

殿
 

財
務

大
臣

 
殿

 

郵
便

番
号
（

 
 

－
 

 
）

 

申
請

者
 
住

所
 

電
話

番
号
（

 
）

 
－

 
 

商
号

又
は

名
称

代
表

者
の

氏
名

許
可

申
請

書
 

資
金

決
済

に
関

す
る

法
律

第
6
3
条

の
2
4
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

同
法

第
6
3
条

の
2
3
の

許
可

を
申

請
し

ま
す

。
こ

の
申

請
書

及
び

添
付

書
類

の

記
載

事
項

は
、

事
実

に
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

［
１

.
・

２
.
 

略
］

 

［
１

．
～

７
．

 
略

］
 

８
．

為
替

取
引

分
析

業
の

種
別

 

１
 

法
第

２
条

第
2
1
項

第
１

号
に

掲
げ

る
行

為
に

係
る

業
務

 

２
 

法
第

２
条

第
2
1
項

第
２

号
に

掲
げ

る
行

為
に

係
る

業
務

 

別
紙

様
式

第
１

号
（

第
３

条
、

第
2
2
条

関
係

）
 （
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
）

 

年
 

 
月

 
 

日
提

出
 

金
融

庁
長

官
 

殿
 

財
務

大
臣

 
殿

 

郵
便

番
号
（

 
 

－
 

 
）

 

申
請

者
 
住

所
 

電
話

番
号
（

 
）

 
－

 
 

商
号

又
は

名
称

代
表

者
の

氏
名

許
可

申
請

書
 

資
金

決
済

に
関

す
る

法
律

第
6
3
条

の
2
4
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

同
法

第
6
3
条

の
2
3
の

許
可

を
申

請
し

ま
す

。
こ

の
申

請
書

及
び

添
付

書
類

の

記
載

事
項

は
、

事
実

に
相

違
あ

り
ま

せ
ん

。
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

［
１

.
・

２
.
 

同
左

］
 

［
１

．
～

７
．

 
同

左
］

 

８
．

為
替

取
引

分
析

業
の

種
別

 

１
 

法
第

２
条

第
1
8
項

第
１

号
に

掲
げ

る
行

為
に

係
る

業
務

 

２
 

法
第

２
条

第
1
8
項

第
２

号
に

掲
げ

る
行

為
に

係
る

業
務
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３
 

法
第

２
条

第
2
1
項

第
３

号
に

掲
げ

る
行

為
に

係
る

業
務

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

［
略

］
 

［
９

．
～

1
1
．

 
略

］
 

３
 

法
第

２
条

第
1
8
項

第
３

号
に

掲
げ

る
行

為
に

係
る

業
務

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

［
同

左
］

 

［
９

．
～

1
1
．

 
同

左
］

 

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
命
令
は
、
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る

。


